
各種健診のながれ

●被保険者（一般・成人病健診）

①出版健保健康管理センターの場合

②委託機関（出版健保契約）の場合

※ 再（二次）検査の検査費用は、保険診療扱いになりますので受診される方に

窓口負担が発生します。
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③委託機関（東振協契約）の場合

※ 再（二次）検査の検査費用は、保険診療扱いになりますので受診される方に

窓口負担が発生します。

※ 人間ドックＤ１コースの場合、一部負担金〈4,980 円 ( 税込 )〉の支払いが

あります。

　 また、Ｄ 1 コースの事業所控え分の健診結果は東振協より送付されませんの

で、必要な場合は、当健保組合健康管理課までご連絡ください。

④委託機関以外で受診（補助金交付申請）

（東振協以外の日帰り人間ドックおよび 1泊 2日人間ドック含む）

※ 再（二次）検査の検査費用は、保険診療扱いになりますので受診される方に

窓口負担が発生します。

申請方法については P８、補助金限度額については P９をご覧ください。
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特定健診・特定保健指導について

特定健診について

1．  40歳～75歳未満の被保険者及び被扶養者の方を対象に「高齢者の医療の確保に関する法律」

に基づき、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）など肥満による生活習慣病の予

防対策を取り入れた健診（特定健診）、特定保健指導を実施しております。令和 6 年度も

同様の内容で実施いたします。

2．  メタボリックシンドロームとは、内臓のまわりに脂肪がたまる「内臓脂肪型肥満」に加え、

高血糖、高血圧、脂質代謝異常という危険因子（リスク）が 2つ以上ある状態をいいます。

この状態になると、糖尿病や動脈硬化が進行し、心臓病や脳卒中などの心血管疾患の発症

が多いことがわかっています。

3．  今までの健診では、個々の疾病の早期発見・早期治療を目的とし、保健指導では疾病ごと

の指導が中心でしたが、「特定健診・特定保健指導」は健診によってメタボリックシンドロー

ムなどの動脈硬化の危険因子を見つけ出し、その改善と予防に向けた保健指導に重点をお

き、より効果的な生活習慣病対策を行うことを目的としています。

4．  当健保組合の、「成人病健診・家族健診」は「特定健診検査項目」を網羅した内容で実施

いたします。

健診の結果表の他に、「特定健診結果表」が送付され、特定保健指導（動機付け支援・積

極的支援）の対象となった方に医師や保健師・管理栄養士などの専門スタッフによる保健

指導を行います。

※　 「特定健診・特定保健指導」はその実施が健保組合に義務化されており、その取り組み状

況により、健保組合が国に納める納付金（後期高齢者支援金）の額が増減されます。健診

や保健指導は、みなさまの健康につながるだけでなく健保組合の財政にも大きな影響を与

えますので、必ず受診くださいますようご協力をお願いいたします。

◎特定健診の検査内容

特定健診の検査項目

必須項目

◎質問票（服薬歴、喫煙歴等）

◎身体計測（身長、体重、BMI、腹囲）

◎診察

◎血圧測定

◎血液検査

・ 脂質検査（中性脂肪、HDL コレステ

ロール、LDL コレステロール）

・血糖検査（空腹時血糖、またはHbA1c）

・ 肝機能検査〔AST(GOT)、ALT(GPT)、

γ -GT(P))

◎検尿（尿糖、尿蛋白）

詳細な健診の項目

 （医師が必要と認めた場合に実施）

◎心電図検査

◎眼底検査

◎貧血検査

 （赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値）

◎血清クレアチニン検査

 （eGFR による腎機能の評価を含む）
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